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【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
システムであって、以下：
治療的物質でコーティングをした展開可能なデバイスであって、
　該展開可能なデバイスは、膨らませた形状および折り畳まれた形状を有し、
　該展開可能なデバイスは、折り畳まれた形状である間は、骨内へ挿入される形状とされ
、
　該展開可能なデバイスは、該骨内に配置されて、そして折り畳まれた形状から膨らませ
た形状に変化する間は、海綿骨を圧縮する形状とされる、
システム。
【請求項２】
　該展開可能なデバイスは、該膨らませた形状にある場合、該骨の内部の前後方向の寸法
または側面方向の寸法に対応する最大値よりも短い、前後方向の寸法および／または側面
方向の寸法を有し、その結果、該海綿骨の体積のうちの第一領域のみが、該展開可能なデ
バイスによって圧縮され、該海綿骨の体積のうちの第二領域は、該展開可能なデバイスに
よって実質的に圧縮されていないままである、
請求項１に記載のシステム。
【請求項３】
請求項１に記載のシステムであって、ここで、前記展開可能なデバイスは、さらに、海綿
骨の圧縮の際に、前記治療的物質を送達する形状とされる、システム。
【請求項４】
請求項１に記載のシステムであって、ここで、前記展開可能なデバイスは、前記海綿骨を
圧縮するのに十分な、該展開可能なデバイスの内部の圧力によって、折り畳まれた形状か
ら膨らませた形状に変化する、システム。
【請求項５】
請求項１に記載のシステムであって、ここで、前記治療的物質は、前記展開可能なデバイ
スが膨らませた形状である場合に、前記骨の中の割れ目を埋める形状とされる、システム
。
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【請求項６】
請求項１に記載のシステムであって、ここで、前記治療的物質は、経皮的投与を通じて前
記骨内へ配置されるよう構成される、システム。
【請求項７】
以下を備えるシステム：
　治療的物質でコーティングされる形状とされた展開可能なデバイスであって、該展開可
能なデバイスは、膨らませた形状および折り畳まれた形状を有し、該展開可能なデバイス
は、折り畳まれた形状である間は、骨内へ挿入される形状とされ、該展開可能なデバイス
は、該骨内に配置されて、そして折り畳まれた形状から膨らませた形状に変化する間は、
海綿骨を圧縮する形状とされる、展開可能なデバイス。
【請求項８】
　該展開可能なデバイスは、該膨らませた形状にある場合、該骨の内部の前後方向の寸法
または側面方向の寸法に対応する最大値よりも短い、前後方向の寸法および／または側面
方向の寸法を有し、その結果、該海綿骨の体積のうちの第一領域のみが、該展開可能なデ
バイスによって圧縮され、該海綿骨の体積のうちの第二領域は、該展開可能なデバイスに
よって実質的に圧縮されていないままである、
請求項７に記載のシステム。
【請求項９】
請求項７に記載のシステムであって、ここで、前記展開可能なデバイスは、さらに、海綿
骨の圧縮の際に、前記治療的物質を投与する形状とされる、システム。
【請求項１０】
請求項７に記載のシステムであって、さらに、前記展開可能なデバイスを前記治療的物質
でコーティングする手段を備える、システム。
【請求項１１】
以下を備える装置：
　接触の際に、海綿骨を処置する形状とされた治療的物質；および
　管部分および末端部分を有する医療用デバイスであって、該管部分は、該末端部分と流
体連結され、該末端部分は、治療的物質でコーティングされ、そして、膨張可能な形状お
よび折り畳まれた形状を有し、該医療用デバイスは、該末端部分が折り畳まれた形状であ
る間は、経皮開口部を通じて患者に挿入される形状とされ、該末端部分は、折り畳まれた
形状から伸びた形状に変化する間は、海綿骨を圧縮する形状とされる、医療用デバイス。
【請求項１２】
　該展開可能なデバイスは、該膨らませた形状にある場合、該骨の内部の前後方向の寸法
または側面方向の寸法に対応する最大値よりも短い、前後方向の寸法および／または側面
方向の寸法を有し、その結果、該海綿骨の体積のうちの第一領域のみが、該展開可能なデ
バイスによって圧縮され、該海綿骨の体積のうちの第二領域は、該展開可能なデバイスに
よって実質的に圧縮されていないままである、
請求項１１に記載のシステム。
【請求項１３】
請求項１１に記載の装置であって、ここで：
　前記医療用デバイスは、経皮開口部を通じて伸びる第１の末端部分と骨開口部を通じて
伸びる第２の末端部分とを有するカニューレ内に、移動可能なように配置される形状とさ
れる、装置。
【請求項１４】
請求項１１に記載の装置であって、ここで、前記展開可能なデバイスは、前記海綿骨を圧
縮するのに十分な、該展開可能なデバイスの内部の圧力によって、折り畳まれた形状から
膨らませた形状に変化する、装置。
【請求項１５】
請求項１１に記載の装置であって、前記治療的物質は、前記展開可能なデバイスが膨らま
せた形状である場合に、前記骨の中の割れ目を埋める形状とされる、装置。
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